
浪江町 さけふ化施設水源観測調査業務委託 仕様書 

 

 

Ⅰ 総則 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、浪江町さけふ化施設水源観測調査業務委託に適用する。本仕様書 

に定めがない事項は別途協議するものとする。 

 

２ 業務目的 

浪江町において、さけふ化事業に関する施設を整備するにあたり、水源を地下水で 

賄う計画である。本業務では、ふ化施設において地下水を取水することにより、周辺 

の地下水に与える影響、特に浪江町小野田取水場への予測評価すること、併せてふ化

施設での適正な取水量を評価することを目的とする。 

 

３ 業務履行範囲 

 本業務の対象区域は、浪江町大字小野田字小野田他 地内とする。 

 

４ 準拠仕様 

  本業務の履行にあたっては、本仕様書によるほか、各種上位関連計画、その他関係 

法令等に準拠して実施するものとする。 

 

５ 疑義解決 

本仕様書に疑義を生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ解決し、業務が円滑 

に進捗するよう努めるものとする。受託者は、本町係員と密接な連絡を取り、業務の着 

手時及び業務の主要な区切りにおいて打合せを行うものとする。 

 

６ 資料の貸与 

  本業務に必要な関係資料は、発注者が受託者に貸与するものとする。受託者は、貸 

与品についての管理責任を明確にし、破損、紛失のないよう常に善良な管理を行うと

ともに、発注者の承諾なしに第三者に公表、貸与してはならない。 

 

７ 守秘義務 

  本業務における成果は、全て「発注者」に帰属するものであり、「受託者」は委託 

の過程および結果から知り得た情報について「発注者」の許可なく公表してはならな 

い。 

 

８ 必要事項の補充 

  本業務を実施するにあたり、本仕様書に明記されていない事項についても、技術上 

当然必要と認められる事項については、受託者の責任において補充するものとする。 



 

９ 成果品の帰属 

  成果品の所有権は、全て発注者のものとし、発注者の承諾を得ずして公表、貸与、 

使用してはならない。なお、成果品とは電子データも含むものとするが、受託者が従 

来より著作権を有しているものおよび事業実施上、利用するために独自に創作したシ 

ステムおよびプログラムは除くものとする。 

 

１０ 主任担当者 

   受託者は、業務全般にわたり管理および秩序正しい業務を遂行するために、主任 

担当者を選任するものとする。 

 

１１ 計画準備 

   本業務の目的、内容を把握し、仕様書に則した最適な作業を円滑に進め、工程お 

よび所定の品質を確保するために必要な資料、機材、担当者等の配置等について計

画および準備を行うものとする。 

 

１２ 提出書類 

   受託者は、業務の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出しなければならな 

い。 

 （イ）工程表      （ロ）管理技術者及び照査技術者届 

 （ハ）委託業務完了届  （二）委託業務受渡書 

 

１３ 業務計画書 

   受託者は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、監督員に提出する。業務 

計画書には、次の事項を記載する。 

   ①業務概要 

   ②施工方針 

   ③全体作業計画 

   ④業務工程 

   ⑤業務組織計画 

   ⑥打合せ計画 

   ⑦成果品の品質を確保するための計画 

   ⑧成果品の内容、部数 

   ⑨使用する主な図書及び基準 

   ⑩連絡体制 

 

１４ 許可申請 

受託者は、工事に必要な許可申請（占用許可等）に関する事務に必要な図面

作成等を遅延なく、行わなければならない。 



 

１５ 管理技術者及び照査技術者 

（１）受託者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しく業務を行わせる

とともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を

配置しなければならない。 

（２）本業務は、さけふ化施設に関連した取水井戸の能力評価が重要な要素とな

る為、監理技術者（建設業の種類：さく井工事）の資格を有する者を従事する

こと。 

 

１６ 工程管理 

受託者は、工程に変更が生じた場合は、速やかに変更工程表を提出し、協議

しなければならない。 

 

１７ 成果品の審査 

（１）受託者は、業務完了後に浪江町の審査を受けなければならない。 

（２）成果品の審査において、訂正を指示された箇所はただちに訂正しなければな

らない。 

（３）業務完了後において、明らかに受託者の責めに伴う業務のかしが発見された

場合、受託者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 

 

１８ 引き渡し 

成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書ー式を納品し、浪江町の

検査員の検査をもって、業務の完了とする。 

 

１９ 関係官公庁等との協議 

受託者は、関係諸官庁との協議を必要とするとき、または協議を受けたときは、

誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

 

２０ 参考資料の貸与 

発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 

 

２１ 参考文献の明記 

業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものと

する。 

 

２２ 証明書等の交付 

必要な証明書及び申請書等の交付は、受託者の申請による。 

 

２３ 打合せ協議 

   本業務の打合せ協議は発注者、受注者双方の求めに応じ適宜行う。打ち合わせの 

際には打ち合わせ記録簿を作成し、速やかに発注者に提出するものとする。業務実 

施にあたっては発注者と緊密に連絡を取りながら行うものとする。 

 

２４ 報告書作成 

   本業務における検討結果等について、報告書として取りまとめる。 

 

２５ 検査 



   本業務の成果品および関係資料、ならびに作業の実施状況について、発注者は随 

時検査を行うことができるものとする。また、業務完了後といえども過失又は疎漏 

等に起因する不良個所が発見された場合は、受託者の責任で速やかに対処するもの 

とする。 

 

２６ 完了 

   本業務は、成果品を提出し発注者の完了検査を受け、検査合格により完了とする。 

 

２７ 業務履行期間 

   本業務の期間は、契約締結日から令和 6年 3月 22日限りとする。 

 

２８ 納入場所 

   成果品の納入場所は、浪江町役場農林水産課とする。 

 

Ⅱ 業務内容 

 

２９ 業務内容 

本業務における業務内容は、以下のとおりである。 

 （１）調査項目 

   ・地下水位観測及び河川水位観測として、自記水位計による一時間ごとの自動記 

録の実施。既存調査ボーリング孔 3 か所、既存井戸 2 か所及び河川 1 箇所の

計 

６カ所を想定。その他必要に応じて設置する。期間は、６カ月間とする。 

 

 （２）検討内容 

・本調査結果により、半年間の地下水位、河川水位等の変動を把握するとともに、 

これまでの水源調査結果を踏まえて、ふ化施設井戸の取水量の検討を行う。ま

た、周りの既存水源、特に小野田取水場井戸への影響予測を行う。現在、小野

田取水場は増改修中であるが、夏季に取水試験を実施する予定であるため、同

時期に併せて、町取水場と本業務による取水記録を継続的に観測調査を行う。 

・影響予測は、ふ化施設井戸を使用した場合の既存水源地の地下水位、揚水量の 

影響評価を行い、既存水源の取水に障害を発生させないさけふ化施設の安全な 

取水量を解析する。 

   ・既存水源で実施する試験時に、観測孔による地下水位を測定し影響評価を実施 

する。 

  

 （３）参考資料 

浪江町にて実施した下記の委託業務資料に基づき、取水量の影響予測や評価 

を検討し、関係機関の承認を得たうえで設計する。 



 ・泉田川ふ化施設水源等調査業務 

 ・泉田川ふ化施設水源等調査業務（その２） 

 ・さけふ化施設水源等調査業務委託（その３）他 

 

３０ 関係機関との協議  

・観測する上で、協議が必要な機関（道路・河川・水路関係）の他、取水の影響を 

及ぼす可能性のある機関（上下水道施設他）等との協議に必要な資料を作成し、打

合せに参加した上で、合意事項を検討・分岐に反映させること。 

・受託者は、業務実施区域内及びその周辺において、土砂の流出や火災の発生名が    

ないよう十分に注意するとともに、立木や家屋等に損害を与えないこと。 

  ・また、調査孔は、さけふ化施設造成工事を実施予定のため、造成工事施工業者と

協議し、観測孔の保護を行い、危険防止のため実施地域内への一般立ち入りを禁止

する措置をとること。 

 

３１ 安全対策 

 ・受託者は、業務実施区域内及びその周辺において、土砂の流出や火災の発生名がな 

いよう十分に注意するとともに、立木や家屋等に損害を与えないこと。 

 ・また、危険防止のため実施地域内への一般立ち入りを禁止する措置をとること。 

 

 

Ⅲ 成果品 

 

３２ 成果品 

本業務における成果品は、以下のとおりとする。 

（１）報告書（Ａ４版）検討内容を含む。水温観測グラフ、記録写真等  

正副各一部 ２部 

（２）電子データ（CD）          

（３）関係機関との協議等で段階的に成果の提出を求めることがある。 

（４）その他、浪江町が指示する。 

 

 


